
 
さいたま市告示第７５４号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１項の

規定により、さいたま都市計画防火地域及び準防火地域を変更したので、同法第２１条第２項において準用

する同法第２０条第１項の規定により次のとおり告示し、同条第２項の規定により当該都市計画の図書を公

衆の縦覧に供する。 
令和７年４月２５日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
１  都市計画の種類 

さいたま都市計画防火地域及び準防火地域 
２  都市計画を変更する土地の区域  

⑴ 宮前地区（さいたま市西区宮前町の一部） 
⑵ 大門下野田地区（さいたま市緑区大字下野田及び大字大門の各一部） 

⑶ 大門地区（さいたま市緑区大字大門及び大字間宮の各一部） 

３  都市計画の縦覧場所 
さいたま市都市局都市計画部都市計画課 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


